
令和２年度 土木部

１２月補正予算案概要

令和２年１１月１７日
福島県土木部



令和２年度 土木部 １２月補正予算案概要

〇臨港道路の法面保護工事を行います。

○初年度支出ゼロの債務負担行為を設定します。

一般会計合計 ２億８，７３９万円
公共事業 計 ３億 ４０５万円

一般事業他 計 △１，６６６万円

●緊急に措置すべき経費 2.１億円

●その他年間所要見込みによる補正等 0.８億円

※初年度支出ゼロの債務負担行為 設定
（限度額 ６７億１，６１０万円）

補正予算の規模

１ 緊急に措置すべき法面対策等に

係る経費の補正を行います。

２ 施工時期の平準化等のため初年

度支出ゼロの債務負担行為の設定

を行います。

補正予算の概要

P.1

主な事業内容

P.2

(*1)

*1：年度始めの工事量等確保による施工時期の平準化等を図るため、前年度から契約・着工等を
行うことです。



事業の概要

○経年劣化した法面の崩壊を未然に防止するため、いわき市の久之浜漁港臨港道路の

法面保護工事を行います。

【事業の概要】

土木部 １２月補正予算

臨港道路の法面保護工事を行います。

◇漁港改良費

福島県土木部 １※この資料に関する問い合わせ先：港湾課 主幹 木下（ 電話024-521-7498 県庁内線3622 ）

事業箇所

補 正 額

：久之浜漁港

：２０６百万円

久之浜漁港臨港道路法面

モルタル吹付

臨港道路

As

法面高さ
H=24m

法面保護工

法面保護工 A=2,020m2
H=24m、L=100m



【事業の概要】初年度支出ゼロの債務負担行為を設定します。

土木部 １２月補正予算

○初年度支出ゼロの債務負担行為を設定します。

限度額 ６７．１億円 （昨年度設定限度額 ３５．５億円）

①県単事業 限度額 ５２．３億円
②交付金事業 限度額 １４．８億円

次年度事業の契約を前年度１～３月に前倒しすることにより、年度始めの工事量等確保に
よる施工時期の平準化等を図るため、以下に該当する工事等について、初年度支出ゼロの債
務負担行為を設定するものです。

○舗装が破損した箇所において、融雪期後に速やかに補修工事に
着手することで、工事量の平準化を図るとともに、早期の事業
効果の発現を図るもの。
・国道２８８号【富久山工区】外：舗装補修工 等

○会津地方など、積雪により施工期間が限られる豪雪地域に
おいて、降雪期前に工事の完了を図るもの。
・加藤谷川【南会津町】外：河道掘削、伐木、天端舗装工 等

事業の概要

対象とする事業

※この資料に関する問い合わせ先 ： 土木企画課 主幹 阿部 （電話024-521-7869 県庁内線3599 ） 福島県土木部 ２

国道２８８号（郡山市）

加藤谷川（南会津町）


